
 

        令和元年１２月１２日  
 
 岩手県内自動車運送事業者 各位 
 岩手県内レンタカー事業者 各位 
 

東北運輸局岩手運輸支局   
 

 
  民間関係者における 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技   

大会を契機とした風しん・麻しんに関する特別対策の実施について(依頼) 
 
 
 本年 8 月 1 日に策定された「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

に向けた感染症対策に関する推進計画」において、「東京大会の成功に向けて、感染

症対策に万全を期すため、特に多くの訪日外国人とと接する機会のある者や感染し

た場合に大会運営等に悪影響を及ぼす可能性のある者に対し、風しん・麻しんへの

感染リスクを一層低下させることを目的として、風しん・麻しんに関する特別な対

策(以下「特別対策」という)を講じる」こととされており、これを受けて、内閣官房

副長官補室及び内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局より関

係省庁に対して、別添のとおり依頼があったところです。 
 特別対策において、公共交通事業に従事する者は、別添事務連絡の「２．特別対

策の対象となる職員・従業員等」の「(3)業務の範囲」で記載されている「③訪日外

国人と接する機会の多い業種に従事する職員等であって、日常的に訪日外国人と接

する機会のある者」に該当し、年齢層及び予防接種歴等に応じて予防接種の受診が

推奨されております。 
 なお、公共交通事業に従事する者の中でも、公益財団法人東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会組織委員会(以下、組織委員会)の委託を受けて、東京大会に係

る要人・競技関係者等の輸送に従事する者については、別添事務連絡の「②東京大

会関係業務に従事する職員等であって、多数の訪日外国人と接する機会のある者」

に該当し、これらの者に対しては、組織委員会より別途お知らせがあることとなっ

ております。 
 また、令和元年 4 月時点で 40 歳から 57 歳の男性については、厚生労働省が実施

する「風しんの追加的対策」によるクーポン事業を活用して、抗体検査・予防接種

を実施することが可能ですので、積極的にご活用をお願いします。 
 つきましては、本依頼内容の趣旨をご理解のうえ、ご対応頂きますようお願いし

ます。 
 
※ 別添 「事務連絡」 はこちら 
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